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② いじめを認知した学校数は30,204校(前年度30,213校)

全学校数に占める割合は83.9％(前年度83.6％)

③ いじめの現在の状況として「解消しているもの」の割合は76.1％(前年度77.5％)

④ いじめの発見のきっかけは，

・｢アンケート調査など学校の取組により発見｣が48.0％(前年度50.3％)と最も多い

・｢本人からの訴え｣は19.6％(前年度19.4％)

・｢当該児童生徒（本人）の保護者からの訴え｣は13.9％(前年度12.8％)

・｢学級担任が発見｣は9.3％(前年度9.2％)

⑤ いじめられた児童生徒の相談の状況は，「学級担任に相談」が81.6％(前年度81.9％)と最も多い

⑥ いじめの態様のうちパソコンや携帯電話等を使ったいじめは27,365件(前年度24,678件)

総認知件数に占める割合は3.6％(前年度3.4％)

⑦ いじめ防止対策推進法第28条第1項に規定する重大事態の発生件数は1,404件(前年度1,306件)

⑧ 地方自治体における「地方いじめ防止基本方針」の策定，「いじめ問題対策連絡協議会」及び重

大事態の調査等を行う機関の設置状況

策定又は 

設置済み 

の都道府県 

(前年度) 

策定又は 

設置済み 

の市町村 

(前年度) 

地方いじめ防止基本方針 
※平成27年度時点で

100％策定済み

1,721市町村 

98.4％ 

(1,718市町村) 

(98.3％) 

いじめ問題対策連絡協議会 
47都道府県 

100％ 

(47都道府県) 

(100％) 

1,533市町村 

87.7％ 

(1,520市町村) 

(87.0％) 

重大事態の

調査等を 

行うための 

機関 

教育委員会の 

附属機関 

39都道府県 

83.0％ 

(39都道府県) 

(83.0％) 

1,385市町村 

79.2％ 

(1,360市町村) 

(77.8％) 

地方公共団体の

長の附属機関 

43都道府県 

91.5％ 

(43都道府県) 

(91.5％) 

1,216市町村 

69.5％ 

(1,192市町村) 

（68.2％) 

３．出席停止の状況 

① 出席停止の措置件数

措置件数 (前年度) 

小学校 0件 (3件) 

中学校 12件 (9件) 

計 12件 (12件) 

② 出席停止の期間は， 1～3日が2件，4～6日が6件，7～13日が2件，14日～20日が2件

（21日以上は0件）

3



 

 

 

 

4



 

 

 

 

5



 

 

 

6



 

 

 

 

 

7



8



9



10



11



9,015 
10,357 10,743 10,656 10,400 9,753 

17,378 

12,593 

7,080 

3,135 
2,378 

1,253 
30 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



（２－１５）いじめ防止対策推進法に関して

①いじめ防止対策推進法第２８条第１項に規定する「重大事態」の発生件数（国公私立）

（ⅰ）「重大事態」の発生学校数・発生件数

小学校 中学校 高等学校 特別支援学校 計

「重大事態」が発生した学校数 （校） 537 466 238 13 1,254

「重大事態」の発生件数 （件） 586 543 262 13 1,404

第１号「重大事態」の発生件数 （件） 296 297 167 8 768

第１号 重大な被害の態様 生命 （件） 17 46 31 1 95

第１号 重大な被害の態様 身体 （件） 51 62 22 3 138

第１号 重大な被害の態様 精神 （件） 198 173 104 4 479

第１号 重大な被害の態様 金品等 （件） 30 16 10 0 56

第１号 調査状況 調査済みの件数 （件） 163 183 94 5 445

第１号 調査状況
うち，調査の結果，いじめ
が確認されたもの

（件） 158 166 86 5 415

第１号 調査状況
うち，調査の結果，いじめ
が確認されなかったもの

（件） 5 17 8 0 30

第１号 調査状況 調査中の件数 （件） 133 114 73 3 323

第２号「重大事態」の発生件数 （件） 415 322 149 10 896

第２号 調査状況 調査済みの件数 （件） 232 173 94 3 502

第２号 調査状況
うち，調査の結果，いじめ
が確認されたもの

（件） 222 161 86 3 472

第２号 調査状況
うち，調査の結果，いじめ
が確認されなかったもの

（件） 10 12 8 0 30

第２号 調査状況 調査中の件数 （件） 183 149 55 7 394

（ⅱ）「重大事態」の調査主体別件数

小学校 中学校 高等学校 特別支援学校 計

当該学校が調査主体となった件数 （件） 445 440 202 10 1,097

学校 うち，第１号の件数 （件） 209 221 122 7 559

学校 うち，第１号の件数
うち，調査を行うための組
織が第三者のみで構成さ
れている件数

（件） 10 15 13 0 38

学校 うち，第２号の件数 （件） 318 274 121 7 720

学校 うち，第２号の件数
うち，調査を行うための組
織が第三者のみで構成さ
れている件数

（件） 7 6 14 0 27

当該学校の設置者（当該学校以外）が調査主体となった件数 （件） 126 96 48 3 273

設置者 うち，第１号の件数 （件） 76 74 38 1 189

設置者 うち，第１号の件数
うち，調査を行うための組
織が第三者のみで構成さ
れている件数

（件） 43 37 31 0 111

設置者 うち，第２号の件数 （件） 88 42 21 3 154

設置者 うち，第２号の件数
うち，調査を行うための組
織が第三者のみで構成さ
れている件数

（件） 40 19 13 1 73

調査主体を検討中の件数 （件） 15 7 12 0 34

検討中 うち，第１号の件数 （件） 11 2 7 0 20

検討中 うち，第２号の件数 （件） 9 6 7 0 22

（注１）　いじめ防止対策推進法第28条第1項において，学校の設置者又は学校は，重大事態に対処するために調査を行うものとすると規定されており，当該調
査を行った件数を把握したもの。

（注２）　第1号「重大事態」とは，法第28条第1項第1号に規定する「いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命，心身又は財産に重大な被害が生じた疑い
があると認めるとき」。第2号「重大事態」とは，同第2号に規定する「いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされて
いる疑いがあると認めるとき」。

（注４）　「重大な被害の態様」については，最も重大と考えられるものを一つ選択。

（注５）　「調査状況」の「調査中の件数」には，令和6年度に発生した「重大事態」のうち，調査主体が決定する前に令和7年度になったものも含む。

（注３）　1件の「重大事態」が，第1号及び第2号の両方に該当する場合は，それぞれの項目に計上されている。
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（ⅲ）「重大事態」について，重大な被害を把握する以前のいじめの対応状況

小学校 中学校 高等学校 特別支援学校 計

いじめとして認知し
ていた

 いじめの解消に向けて取組中だった （件） 369 330 140 5 844

解消に向けて取組中 うち，第１号の件数 （件） 179 153 84 3 419

解消に向けて取組中 うち，第２号の件数 （件） 273 227 88 4 592

いじめは解消したと判断していた （件） 27 29 14 0 70

解消したと判断 うち，第１号の件数 （件） 14 19 10 0 43

解消したと判断 うち，第２号の件数 （件） 21 16 9 0 46

いじめとして認知し
ていなかった

いじめに該当し得るトラブル等の情報があった （件） 86 72 43 5 206

トラブル等の情報があっ
た

うち，第１号の件数 （件） 43 44 25 3 115

トラブル等の情報があっ
た

うち，第２号の件数 （件） 63 35 23 3 124

いじめに該当し得るトラブル等の情報がなかった （件） 104 112 65 3 284

トラブル等の情報がな
かった

うち，第１号の件数 （件） 60 81 48 2 191

トラブル等の情報がな
かった

うち，第２号の件数 （件） 58 44 29 3 134

（ⅳ）「重大事態」のうち，地方公共団体の長等において調査の結果について調査（再調査）を行った件数

小学校 中学校 高等学校 特別支援学校 計

地方公共団体の長等において調査の結果について調査（再調査）を行った件数 （件） 25 14 14 0 53

うち，第１号の件数 （件） 12 8 7 0 27

うち，第２号の件数 （件） 21 8 8 0 37

（注）　「（ⅲ）「重大事態」について，重大な被害を把握する以前のいじめの対応状況」は，「（ⅰ）「重大事態」の発生学校数・発生件数」に計上した「重大事態」につ
いて，重大な被害が生じた疑いがあると把握する以前に，学校がいじめとして認知していたかどうか，該当する状況を一つ選択。「重大事態」調査を実施することを
決めた時点や「重大事態」調査を開始した時点でいじめとして認知していた場合も，重大な被害が生じた疑いがあると把握する以前にいじめとして認知していな
かった場合には，「いじめとして認知していなかった」に計上することとしている。

（注）　「（ⅳ）「重大事態」のうち，地方公共団体の長等において調査の結果について調査（再調査）を行った件数」は，法第30条第2項又は法第31条第2項の規定
に基づき，「重大事態」の調査の結果について調査（再調査）を行った件数であり，重大事態として計上された年度にかかわらず，「令和6年度に再調査したもの」が
計上されている。

51



＜参考９＞いじめ防止対策推進法第２８条第１項に規定する「重大事態」発生件数の推移

「重大事態」が発
生した学校数

「重大事態」発生
件数

法第28条第1項第
1号に規定する「重
大事態」発生件数

法第28条第1項第
2号に規定する「重
大事態」発生件数

（校） （件） （件） （件）

小学校 2013年度 平成25年度 52 58 19 41

小学校 2014年度 平成26年度 114 117 25 100

小学校 2015年度 平成27年度 111 113 40 86

小学校 2016年度 平成28年度 114 119 42 92

小学校 2017年度 平成29年度 139 143 46 114

小学校 2018年度 平成30年度 185 185 81 133

小学校 2019年度 令和元年度 241 258 98 196

小学校 2020年度 令和2年度 189 196 76 143

小学校 2021年度 令和3年度 285 314 159 190

小学校 2022年度 令和4年度 361 388 160 279

小学校 2023年度 令和5年度 506 548 238 391

小学校 2024年度 令和6年度 537 586 296 415

中学校 2013年度 平成25年度 81 95 44 62

中学校 2014年度 平成26年度 230 281 42 253

中学校 2015年度 平成27年度 137 150 61 104

中学校 2016年度 平成28年度 169 186 83 128

中学校 2017年度 平成29年度 202 223 103 142

中学校 2018年度 平成30年度 279 287 122 206

中学校 2019年度 令和元年度 294 329 135 230

中学校 2020年度 令和2年度 220 228 108 153

中学校 2021年度 令和3年度 255 276 122 175

中学校 2022年度 令和4年度 336 373 187 246

中学校 2023年度 令和5年度 444 491 245 320

中学校 2024年度 令和6年度 466 543 297 322

高等学校 2013年度 平成25年度 24 24 10 19

高等学校 2014年度 平成26年度 50 51 25 32

高等学校 2015年度 平成27年度 44 45 25 27

高等学校 2016年度 平成28年度 85 88 35 59

高等学校 2017年度 平成29年度 98 102 40 71

高等学校 2018年度 平成30年度 113 122 62 78

高等学校 2019年度 令和元年度 111 123 61 85

高等学校 2020年度 令和2年度 76 84 51 47

高等学校 2021年度 令和3年度 102 112 68 61

高等学校 2022年度 令和4年度 140 155 95 91

高等学校 2023年度 令和5年度 227 259 162 148

高等学校 2024年度 令和6年度 238 262 167 149

特別支援学校 2013年度 平成25年度 1 2 2 0

特別支援学校 2014年度 平成26年度 0 0 0 0

特別支援学校 2015年度 平成27年度 6 6 4 2

特別支援学校 2016年度 平成28年度 4 3 1 2

特別支援学校 2017年度 平成29年度 4 4 1 3

特別支援学校 2018年度 平成30年度 4 4 1 3

特別支援学校 2019年度 令和元年度 6 6 4 2

特別支援学校 2020年度 令和2年度 4 4 3 2

特別支援学校 2021年度 令和3年度 3 3 1 2

特別支援学校 2022年度 令和4年度 3 3 3 0

特別支援学校 2023年度 令和5年度 8 8 3 5

特別支援学校 2024年度 令和6年度 13 13 8 10

計 2013年度 平成25年度 158 179 75 122

計 2014年度 平成26年度 394 449 92 385

計 2015年度 平成27年度 298 314 130 219

計 2016年度 平成28年度 372 396 161 281

計 2017年度 平成29年度 443 472 190 330

計 2018年度 平成30年度 581 598 266 420

計 2019年度 令和元年度 652 716 298 513

計 2020年度 令和2年度 489 512 238 345

計 2021年度 令和3年度 645 705 350 428

計 2022年度 令和4年度 840 919 445 616

計 2023年度 令和5年度 1,185 1,306 648 864

計 2024年度 令和6年度 1,254 1,404 768 896

（注３）　1件の「重大事態」が，第1号及び第2号の両方に該当する場合は，それぞれの項目に計上されている。

（注２）　第1号「重大事態」とは，法第28条第1項第1号に規定する「いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命，心身又は
財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」。第2号「重大事態」とは，同第2号に規定する「いじめにより当該学校に在
籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき」。

（注１）　いじめ防止対策推進法第28条第1項において，学校の設置者又は学校は，重大事態に対処するために調査を行うもの
とすると規定されており，当該調査を行った件数を把握したもの。
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②（都道府県別）いじめ防止対策推進法第２８条第１項に規定する「重大事態」の発生件数

（国公私立・小・中・高・特別支援学校合計）

「重大事態」が発生
した学校数

「重大事態」発生件
数

法第28条第1項第1
号に規定する「重
大事態」発生件数

法第28条第1項第2
号に規定する「重大
事態」発生件数

1,000人当たりの「重
大事態」発生件数

（校） （件） （件） （件） （件）

01 北海道 47 49 32 30 0.10

02 青森県 3 3 1 2 0.03

03 岩手県 16 17 11 9 0.15

04 宮城県 63 69 28 53 0.30

05 秋田県 1 1 1 1 0.01

06 山形県 2 2 1 2 0.02

07 福島県 4 4 3 1 0.02

08 茨城県 29 35 14 23 0.11

09 栃木県 26 28 18 16 0.15

10 群馬県 6 6 4 2 0.03

11 埼玉県 107 116 76 68 0.16

12 千葉県 57 61 39 38 0.10

13 東京都 149 174 100 97 0.14

14 神奈川県 85 95 53 71 0.11

15 新潟県 13 13 9 8 0.06

16 富山県 22 25 16 18 0.26

17 石川県 2 2 2 0 0.02

18 福井県 3 3 3 1 0.04

19 山梨県 17 18 6 12 0.21

20 長野県 11 11 6 7 0.05

21 岐阜県 16 16 11 8 0.08

22 静岡県 31 35 21 22 0.10

23 愛知県 48 55 21 36 0.07

24 三重県 21 22 18 14 0.12

25 滋賀県 14 17 13 8 0.11

26 京都府 22 23 9 19 0.09

27 大阪府 117 137 49 101 0.16

28 兵庫県 92 104 54 64 0.19

29 奈良県 12 12 8 7 0.09

30 和歌山県 7 7 6 4 0.08

31 鳥取県 5 5 4 4 0.09

32 島根県 4 4 3 3 0.06

33 岡山県 24 29 9 23 0.15

34 広島県 32 33 20 20 0.11

35 山口県 10 10 8 4 0.08

36 徳島県 5 5 3 3 0.07

37 香川県 9 11 4 7 0.11

38 愛媛県 2 2 2 1 0.01

39 高知県 7 7 2 6 0.11

40 福岡県 39 51 27 33 0.09

41 佐賀県 12 12 8 5 0.13

42 長崎県 1 1 1 1 0.01

43 熊本県 13 16 8 10 0.08

44 大分県 11 11 6 7 0.10

45 宮崎県 6 7 3 4 0.06

46 鹿児島県 14 20 11 15 0.11

47 沖縄県 17 20 16 8 0.09

00 全国 1,254 1,404 768 896 0.11

（注２）　いじめ防止対策推進法第28条第1項において，学校の設置者又は学校は，重大事態に対処するために調査を行うものと
すると規定されており，当該調査を行った件数を把握したもの。

（注１）　都道府県別には，指定都市を含む。

（注３）　第1号「重大事態」とは，法第28条第1項第1号に規定する「いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命，心身又は財
産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」。第2号「重大事態」とは，同第2号に規定する「いじめにより当該学校に在籍す
る児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき」。

（注４）　1件の「重大事態」が，第1号及び第2号の両方に該当する場合は，それぞれの項目に計上されている。
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③小・中合計

合計 合計 合計 合計 合計

計（うち，
50日以上
欠席して
いる者）

計（うち，
50日以上
欠席して
いる者）

計（うち，
50日以上
欠席して
いる者）

計（うち，
50日以上
欠席して
いる者）

計（うち，
50日以上
欠席して
いる者）

計（うち，
90日以上
欠席して
いる者）

計（うち，
90日以上
欠席して
いる者）

計（うち，
90日以上
欠席して
いる者）

計（うち，
90日以上
欠席して
いる者）

計（うち，
90日以上
欠席して
いる者）

学校内外
の機関等
での相
談・指導
等を受け
た人数
（Ａ）

不登校児
童生徒数
に対する
（Ａ）の割
合

うち　「指
導要録上
出席扱
い」となっ
た人数
（Ｂ）

(Ｂ)／(Ａ)

うち通学
定期乗車
券制度適
用人数

学校内外
の機関等
での相
談・指導
等を受け
た人数
（Ａ）

不登校児
童生徒数
に対する
（Ａ）の割
合

うち　「指
導要録上
出席扱
い」となっ
た人数
（Ｂ）

(Ｂ)／(Ａ)

うち通学
定期乗車
券制度適
用人数

学校内外
の機関等
での相
談・指導
等を受け
た人数
（Ａ）

不登校児
童生徒数
に対する
（Ａ）の割
合

うち　「指
導要録上
出席扱
い」となっ
た人数
（Ｂ）

(Ｂ)／(Ａ)

うち通学
定期乗車
券制度適
用人数

（人） （％） （人） （％） （人） （人） （％） （人） （％） （人） （人） （％） （人） （％） （人）

国立 学校外 ①教育支援センター 76 6.0 51 67.1 7 68 5.4 45 66.2 4 51 4.0 36 70.6 4

国立 学校外 ②教育委員会及び教育センター等教育委員会所管の機関（①を除く） 57 4.5 25 43.9 0 47 3.7 19 40.4 0 38 3.0 17 44.7 0

国立 学校外 ③児童相談所，福祉事務所 31 2.4 3 9.7 *** 25 2.0 3 12.0 *** 19 1.5 2 10.5 ***

国立 学校外 ④保健所，精神保健福祉センター 5 0.4 1 20.0 *** 3 0.2 1 33.3 *** 2 0.2 1 50.0 ***

国立 学校外 ⑤病院，診療所 219 17.2 9 4.1 *** 170 13.4 8 4.7 *** 113 8.9 4 3.5 ***

国立 学校外 ⑥民間団体，民間施設 73 5.7 33 45.2 1 60 4.7 30 50.0 1 50 3.9 25 50.0 1

国立 学校外 ⑦上記以外の機関等 13 1.0 3 23.1 *** 8 0.6 3 37.5 *** 5 0.4 2 40.0 ***

国立 学校外 （１）上記①～⑦の機関等での専門的な相談・指導等を受けた実人数 421 33.1 113 26.8 *** 346 27.2 99 28.6 *** 247 19.4 77 31.2 ***

国立 学校内 ⑧養護教諭による専門的な指導を受けた人数 257 20.2 *** *** *** 179 14.1 *** *** *** 118 9.3 *** *** ***

国立 学校内 ⑨スクールカウンセラー,相談員等による専門的な相談を受けた人数 519 40.8 *** *** *** 379 29.8 *** *** *** 251 19.7 *** *** ***

国立 学校内 （２）上記⑧，⑨による専門的な相談・指導等を受けた実人数 645 50.7 *** *** *** 465 36.6 *** *** *** 304 23.9 *** *** ***

国立 （３）上記①～⑦，⑧，⑨による専門的な相談・指導等を受けていない人数 412 32.4 *** *** *** 263 20.7 *** *** *** 173 13.6 *** *** ***

国立 （３）のうち，教職員から継続的な相談・指導等を受けていた人数 376 29.6 *** *** *** 237 18.6 *** *** *** 156 12.3 *** *** ***

公立 学校外 ①教育支援センター 31,923 9.3 23,226 72.8 404 28,299 8.2 20,620 72.9 343 22,807 6.6 16,702 73.2 294

公立 学校外 ②教育委員会及び教育センター等教育委員会所管の機関（①を除く） 24,949 7.2 8,837 35.4 110 21,400 6.2 7,587 35.5 86 16,788 4.9 6,116 36.4 74

公立 学校外 ③児童相談所，福祉事務所 14,566 4.2 1,658 11.4 *** 11,993 3.5 1,274 10.6 *** 8,822 2.6 902 10.2 ***

公立 学校外 ④保健所，精神保健福祉センター 1,632 0.5 71 4.4 *** 1,346 0.4 55 4.1 *** 1,008 0.3 47 4.7 ***

公立 学校外 ⑤病院，診療所 42,248 12.3 1,709 4.0 *** 34,403 10.0 1,383 4.0 *** 24,515 7.1 1,004 4.1 ***

公立 学校外 ⑥民間団体，民間施設 18,193 5.3 9,211 50.6 392 16,194 4.7 8,299 51.2 349 13,470 3.9 7,018 52.1 300

公立 学校外 ⑦上記以外の機関等 6,919 2.0 1,113 16.1 *** 5,700 1.7 958 16.8 *** 4,336 1.3 778 17.9 ***

公立 学校外 （１）上記①～⑦の機関等での専門的な相談・指導等を受けた実人数 118,055 34.3 42,592 36.1 *** 99,744 29.0 37,301 37.4 *** 75,917 22.1 30,152 39.7 ***

公立 学校内 ⑧養護教諭による専門的な指導を受けた人数 69,051 20.1 *** *** *** 52,309 15.2 *** *** *** 34,752 10.1 *** *** ***

公立 学校内 ⑨スクールカウンセラー,相談員等による専門的な相談を受けた人数 106,583 31.0 *** *** *** 84,696 24.6 *** *** *** 59,763 17.4 *** *** ***

公立 学校内 （２）上記⑧，⑨による専門的な相談・指導等を受けた実人数 149,886 43.5 *** *** *** 117,284 34.1 *** *** *** 81,247 23.6 *** *** ***

公立 （３）上記①～⑦，⑧，⑨による専門的な相談・指導等を受けていない人数 132,402 38.5 *** *** *** 96,040 27.9 *** *** *** 65,188 18.9 *** *** ***

公立 （３）のうち，教職員から継続的な相談・指導等を受けていた人数 118,306 34.4 *** *** *** 85,184 24.7 *** *** *** 57,343 16.7 *** *** ***

私立 学校外 ①教育支援センター 241 2.8 91 37.8 6 202 2.4 80 39.6 4 166 1.9 66 39.8 4

私立 学校外 ②教育委員会及び教育センター等教育委員会所管の機関（①を除く） 88 1.0 35 39.8 0 80 0.9 34 42.5 0 69 0.8 32 46.4 0

私立 学校外 ③児童相談所，福祉事務所 229 2.7 10 4.4 *** 179 2.1 6 3.4 *** 128 1.5 3 2.3 ***

私立 学校外 ④保健所，精神保健福祉センター 61 0.7 5 8.2 *** 50 0.6 4 8.0 *** 46 0.5 4 8.7 ***

私立 学校外 ⑤病院，診療所 2,093 24.6 56 2.7 *** 1,619 19.0 46 2.8 *** 1,149 13.5 28 2.4 ***

私立 学校外 ⑥民間団体，民間施設 300 3.5 85 28.3 9 254 3.0 75 29.5 9 196 2.3 61 31.1 8

私立 学校外 ⑦上記以外の機関等 118 1.4 8 6.8 *** 82 1.0 5 6.1 *** 52 0.6 3 5.8 ***

私立 学校外 （１）上記①～⑦の機関等での専門的な相談・指導等を受けた実人数 2,899 34.0 273 9.4 *** 2,265 26.6 236 10.4 *** 1,639 19.3 186 11.3 ***

私立 学校内 ⑧養護教諭による専門的な指導を受けた人数 1,426 16.7 *** *** *** 1,056 12.4 *** *** *** 699 8.2 *** *** ***

私立 学校内 ⑨スクールカウンセラー,相談員等による専門的な相談を受けた人数 3,573 42.0 *** *** *** 2,725 32.0 *** *** *** 1,878 22.1 *** *** ***

私立 学校内 （２）上記⑧，⑨による専門的な相談・指導等を受けた実人数 4,263 50.1 *** *** *** 3,227 37.9 *** *** *** 2,198 25.8 *** *** ***

私立 （３）上記①～⑦，⑧，⑨による専門的な相談・指導等を受けていない人数 2,910 34.2 *** *** *** 1,935 22.7 *** *** *** 1,254 14.7 *** *** ***

私立 （３）のうち，教職員から継続的な相談・指導等を受けていた人数 2,077 24.4 *** *** *** 1,343 15.8 *** *** *** 858 10.1 *** *** ***

計 学校外 ①教育支援センター 32,240 9.1 23,368 72.5 417 28,569 8.1 20,745 72.6 351 23,024 6.5 16,804 73.0 302

計 学校外 ②教育委員会及び教育センター等教育委員会所管の機関（①を除く） 25,094 7.1 8,897 35.5 110 21,527 6.1 7,640 35.5 86 16,895 4.8 6,165 36.5 74

計 学校外 ③児童相談所，福祉事務所 14,826 4.2 1,671 11.3 *** 12,197 3.4 1,283 10.5 *** 8,969 2.5 907 10.1 ***

計 学校外 ④保健所，精神保健福祉センター 1,698 0.5 77 4.5 *** 1,399 0.4 60 4.3 *** 1,056 0.3 52 4.9 ***

計 学校外 ⑤病院，診療所 44,560 12.6 1,774 4.0 *** 36,192 10.2 1,437 4.0 *** 25,777 7.3 1,036 4.0 ***

計 学校外 ⑥民間団体，民間施設 18,566 5.2 9,329 50.2 402 16,508 4.7 8,404 50.9 359 13,716 3.9 7,104 51.8 309

計 学校外 ⑦上記以外の機関等 7,050 2.0 1,124 15.9 *** 5,790 1.6 966 16.7 *** 4,393 1.2 783 17.8 ***

計 学校外 （１）上記①～⑦の機関等での専門的な相談・指導等を受けた実人数 121,375 34.3 42,978 35.4 *** 102,355 28.9 37,636 36.8 *** 77,803 22.0 30,415 39.1 ***

計 学校内 ⑧養護教諭による専門的な指導を受けた人数 70,734 20.0 *** *** *** 53,544 15.1 *** *** *** 35,569 10.0 *** *** ***

計 学校内 ⑨スクールカウンセラー,相談員等による専門的な相談を受けた人数 110,675 31.3 *** *** *** 87,800 24.8 *** *** *** 61,892 17.5 *** *** ***

計 学校内 （２）上記⑧，⑨による専門的な相談・指導等を受けた実人数 154,794 43.7 *** *** *** 120,976 34.2 *** *** *** 83,749 23.7 *** *** ***

計 （３）上記①～⑦，⑧，⑨による専門的な相談・指導等を受けていない人数 135,724 38.3 *** *** *** 98,238 27.8 *** *** *** 66,615 18.8 *** *** ***

計 （３）のうち，教職員から継続的な相談・指導等を受けていた人数 120,759 34.1 *** *** *** 86,764 24.5 *** *** *** 58,357 16.5 *** *** ***

（注１）①～⑨については複数回答可であり，（１），（２），（３）は実数。

（注２）「継続的な相談・指導等」とは,不登校であった期間を通して,週に１回程度以上,家庭訪問や電話等により当該児童生徒本人への相談や指導等を行うことをいう。
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